
総合庁舎等における行政文書等古紙の売払い及び溶解処分仕様書  

 

 

 

 １  品  名  等     総合庁舎等における行政文書等古紙の売払い及び溶解処分  

 

  ２  予 定 数 量             １４６，０００㎏ 

 

 ３  契 約 期 間             自：令和６年１０月１日 から  

            至：令和７年９月３０日  まで 

 

  ４  物品の引渡基準日   別表のとおり 

 

  ５  物品の引渡場所     各総合庁舎等 

 

 ６  物品の引渡方法     職員立会いのもと、契約業者において溶解倉庫から古紙の

積み出し・回収を行い、同日検査を実施の上、速やかに計

量証明書を提出するものとする。 

 

  ７  物品の機密保持   機密保持のため、古紙の計量後は全量を溶解処分の上、溶

解証明書を提出するものとする。 

また、物品の搬送中においても機密保持に責任を持つもの

とする。 

さ ら に 、京 都 府 が 実 地 調 査 を 求 め た 場 合 は 速 や か に

応 じ る も の と す る 。  

 

  ８  履行日の延期   契約履行に際し、天災、その他不可抗力による等その責め

に帰することができない事由又は正当な事由により履行期

日に履行できないときは、遅滞なくその事由を届け出て、

期日の延長を求めることができる。 

                                             



別表  

履  行  場  所 所    在    地 履  行  期  日 

京都府宇治総合庁舎 宇治市宇治若森７－６  毎月第３火曜日 

京都府乙訓総合庁舎 向日市上植野町馬立８  毎月第３火曜日 

京都府田辺総合庁舎 京田辺市田辺明田１ 毎月第３火曜日 

京都府木津総合庁舎 木津川市木津上戸１８－１  毎月第３火曜日 

京都府亀岡総合庁舎 亀岡市荒塚町１－４－１  

毎月第２火曜日 

京都府農林水産技術センター 亀岡市余部町和久成９  

京都府園部総合庁舎 南丹市園部町小山東町藤ノ木２１  毎月第２火曜日 

京都府舞鶴総合庁舎 舞鶴市字浜２０２０ 

毎月第１火曜日 京都府中丹東保健所 舞鶴市字倉谷１３５０－２３ 

京都府港湾局 舞鶴市字喜多１１０５番１舞鶴２１ビル７階  

京都府綾部総合庁舎 綾部市川糸町丁畠１０－２  毎月第１火曜日 

京都府福知山総合庁舎  福知山市篠尾新町１丁目９１ 毎月第２火曜日 

京都府峰山総合庁舎 京丹後市峰山町丹波８５５  毎月第１火曜日 

京都府宮津総合庁舎 宮津市字吉原２５８６－２  毎月第１火曜日 

※  履行期日が京都府の閉庁日に当たるときは、その翌開庁日とする。  

※  上記のほか必要があるときは、別途協議の上、履行期日を定める。  


